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漬
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国
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著
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聖
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ロ
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の
イ
ス
ラ
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|
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世
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l
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敬
改
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|
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本
書
は
、
著
者
演
本
員
賓
氏
が
二

O
O六
年
に
京
都
大
撃
に
提
出
し
た
博

(
l
)
 

土
問
学
位
論
文
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
七

l
一
八
世
紀
の
ロ
シ
ア
に

お
い
て
タ
タ

l
ル
と
呼
ば
れ
た
ム
ス
リ
ム
の
う
ち
、
世
合
同
的
L
L
屠
に
位
置
し

た
人
々
の
正
教
改
宗
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
検
討
す
る
皐
術
書
で
あ
る
。

一
九
九
一
年
の
ソ
ヴ
イ
エ
ト
枇
舎
主
義
共
和
園
連
邦
の
解
腫
以
降
、
ロ
シ

ア
を
多
民
族
帝
岡
と
と
ら
え
、
そ
こ
に
お
け
る
非
ロ
シ
ア
人
を
主
た
る
検
討

の
封
象
と
し
、
そ
の
歴
史
を
分
析
す
る
ロ
シ
ア
帝
園
史
研
究
は
、
ま
す
ま
す

活
況
を
呈
し
て
い
る
。
本
書
は
著
者
が
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
研
究
動

向
と
方
向
を
同
じ
く
し
、
歴
史
的
に
タ
タ
ー
ル
と
呼
ば
れ
た
ム
ス
リ
ム
に
焦

黙
を
あ
て
る
。

H
本
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
近
年
の
ロ
シ
ア
帝
園
史
研
究

の
成
果
と
し
て
、
例
え
ば
豊
川
浩
一
氏
が
二

O
O六
年
に
愛
表
し
た
『
ロ
シ

ア
帝
園
民
族
統
合
史
の
研
究
|
|
植
民
政
策
と
パ
シ
キ

1
ル
人
』
が
存
在
す

(
2
)
 

る
。
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、
著
者
漬
本
氏
の
研
究
の
特
徴
の
一
つ
は
、
評
者

の
印
象
で
は
、
検
討
針
象
で
あ
る
非
ロ
シ
ア
人
に
つ
い
て
の
記
述
が
よ
り
詳

細
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
著
者
が
京
都
大
内
干
す
ん
挙
部
西
南
ア
ジ
ア

史
研
究
室
に
お
い
て
研
究
を
開
始
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
著
者
が
本
書
で
駆

使
す
る
史
料
の
ほ
と
ん
ど
は
ロ
シ
ア
語
に
よ
る
も
の
だ
が
、
著
者
は
そ
れ
ら

を
、
ロ
シ
ア
史
だ
け
で
な
く
、
テ
ユ
ル
ク
語
や
イ
ス
ラ

l
ム
に
つ
い
て
の
専

門
知
識
に
も
基
づ
き
語
、
み
解
く
。
現
在
の
園
家
の
枠
組
み
や
園
境
を
越
え
て

歴
史
的
な
地
域
の
ま
と
ま
り
に
注
目
し
、
ま
た
大
事
の
向
学
科
専
攻
編
成
な
ど

に
お
け
る
西
洋
史
や
東
洋
史
と
い
っ
た
従
来
の
専
門
分
類
に
と
ら
わ
れ
な
い

歴
史
研
究
の
必
要
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
が
、
本
書
は
ま
さ

し
く
、
そ
う
し
た
従
来
の
複
数
の
専
門
分
野
の
知
識
を
動
員
し
た
研
究
と
な

っ
て
い
る
。

さ
て
本
書
の

H
的
は
、
一
七

l
一
八
世
紀
の
「
ロ
シ
ア
の
タ
タ

1
ル
上
層

階
級
の
動
向
と
、
彼
ら
の
ロ
シ
ア
化
の
過
程
を
、
ロ
シ
ア
政
府
の
封
タ
タ
ー

ル
上
層
階
級
政
策
の
推
移
と
合
わ
せ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
で
あ
る
(
本

主
同
一
一
百
九
)

0

本
書
に
お
け
る
「
タ
タ

l
ル
」
は
、
現
在
の
ロ
シ
ア
連
邦
タ
タ
ル
ス
タ
ン

共
和
園
を
構
成
す
る
主
要
民
族
と
し
て
の
タ
タ

l
ル
の
み
を
指
す
用
語
で
は

な
い
。
夕
夕

l
ル
と
い
、
う
つ2ユ言一=言一百日葉が音

、
う
つ
に
、
時
代
に
よ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
言
葉
を
使
用
す
る
人
聞
に
よ
り
、
異

な
る
。
本
書
の
「
タ
タ

I
ル
」
と
は
、
一
七

1
一
八
世
紀
の
ロ
シ
ア
史
料
に

お
け
る
意
味
を
踏
襲
し
、
「
ノ
ガ
イ
を
含
め
た
西
部
ジ
ヨ
チ
・
ウ
ル
ス
後
育

諸
国
支
配
階
層
の
出
身
者
と
そ
の
子
孫
、
ま
た
、
イ
ス
ラ

l
ム
化
し
て
史
料

に
タ
タ

1
ル
と
記
さ
れ
る
沿
ヴ
オ
ル
ガ
地
方
の
諸
民
族
」
と
い
う
、
歴
史
的

な
意
味
の
そ
れ
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
一
六
世
紀
頃
ま
で
の
ロ
シ
ア
史

料
で
は
、
現
在
チ
ユ
ヴ
ア
シ
、
マ
リ
、
バ
シ
キ
l
ル
、
モ
ル
ド
ヴ
ァ
、
ヴ
オ

チ
ャ
ク
(
ウ
ド
ム
ル
ト
)
な
ど
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
人
々
も
タ
タ

l
ル

48 
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と
い
う
名
稀
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
朕
況
は
一
七
世
紀
の
史
料
に

お
い
て
も
あ
り
得
る
と
い
う
(
二
七
1

二
八
頁
)

0

本
書
は
、
検
討
の
封
象
を
、
上
述
の
よ
う
に
定
義
す
る
タ
タ
l
ル
の
な
か

の
、
枇
舎
的
上
層
に
位
置
し
た
人
々
に
設
定
す
る
。
彼
ら
は
「
ロ
シ
ア
政
府

か
ら
土
地
や
俸
給
を
得
る
代
わ
り
に
騎
兵
と
し
て
戦
争
に
赴
く
こ
と
を
義
務

附
け
ら
れ
て
い
た
軍
人
階
層
」
で
あ
り
(
一
一
頁
)
、
史
料
に
「
軍
務
タ

タ
l
ル
」
(
自
宮
内
四
回
目
白
寸
自
由
勺
宮
、
あ
る
い
は

EUU同
国
国

E
m
寸
自
由
勺
巴
)
と

し
て
登
場
す
る
人
々
で
あ
る
(
二
八
頁
)
。
著
者
が
検
討
封
象
を
上
層
の

人
々
に
限
定
し
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
民
衆
に
つ
い
て
の
史
料
が

僅
少
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
タ
タ
l
ル
上
屠
が
ロ
シ
ア
帝
園

支
配
屠
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
、
ロ
シ
ア
化
す
る
過
程
を
分
析
す
る
作
業
が
、

「
多
民
族
帝
園
ロ
シ
ア
の
成
立
過
程
の
解
明
に
も
つ
な
が
る
は
ず
」
で
、
特

に
音
主
我
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
(
一
一
頁
)
。
つ
ま
り
著
者
は
、
ロ
シ
ア
が

ジ
ヨ
チ
・
ウ
ル
ス
後
育
諸
園
を
併
合
す
る
場
合
に
、
そ
の
上
層
を
支
配
層
と

し
て
取
り
込
ん
だ
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
様
の
政
策
を
そ
の
後
の
西
方
へ

の
領
土
掻
大
に
お
い
て
も
取
り
、
多
民
族
帝
園
へ
と
饗
貌
し
て
い
っ
た
と
さ

れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
問
題
設
定
を
行
な
っ
て
い
る
。

本
書
が
主
に
検
討
す
る
の
は
、
タ
タ

1
ル
上
層
の
一
止
数
改
宗
、
一
止
数
徒
化

を
め
ぐ
る
諸
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
正
教
徒
化
は
、
ロ
シ
ア
化
と
ほ

ぼ
同
義
で
あ
る
(
一
会
頁
)
o

ロ
シ
ア
に
お
い
て
非
ロ
シ
ア
人
が
正
教
に
改

宗
し
て
新
受
洗
者
と
な
る
と
、
「
壮
舎
的
に
は
と
も
か
く
、
法
的
に
は
ロ
シ

ア
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
」
、
そ
の
子
孫
は
「
二
代
、
あ
る
い
は
つ
一
代
で
ロ

シ
ア
人
に
同
化
す
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
」
た
め
で
あ
る
(
二
九
1

一一一

O

百ハ
)

0本
書
は
、
上
述
の
よ
う
な
目
的
で
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
構
成
を
と
る
。

序

章

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
主
早

第
六
章

品名

一
七
世
紀
前
宇
ロ
シ
ア
の
非
正
教
徒

タ
タ
ー
ル
上
層
階
級
の
ロ
シ
ア
正
敬
改
宗
|
|
ロ
シ
ア
園
立
士
円

文
書
館
所
蔵
「
改
{
一
不
文
書
」
に
基
づ
い
て

タ
タ
ー
ル
上
層
階
級
の
ロ
シ
ア
化
と
ロ
シ
ア
人
貴
族
枇
舎
|
|

会
七
世
紀
末
の
ナ
ル
ベ
コ
フ
家
系
譜
を
手
が
か
り
と
し
て

一
七
世
紀
の
カ
シ
モ
フ
皇
国

会
七
世
紀
後
半
の
正
敬
化
政
策

一
八
世
紀
前
半
の
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
枇
舎
|
|
タ
タ
l
ル
商

人
の
蓋
頭

章

49 

以
下
に
、
本
書
を
構
成
す
る
各
章
の
内
容
を
、
評
者
の
理
解
の
限
り
に
お

い
て
紹
介
す
る
。

第
一
章
「
一
七
世
紀
前
竿
ロ
シ
ア
の
非
正
敬
徒
」
(
一
三
二
1

七
九
頁
)
は
、

会
七
世
紀
前
半
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
枇
合
的
上
層
に
位
置
す
る
非
正
教
徒
が

ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
を
、
ロ
シ
ア
政
府
が
彼
ら
に
い
通
用

し
た
法
令
と
、
彼
ら
が
そ
う
し
た
法
令
に
よ
る
政
策
に
針
し
て
と
っ
た
封
感

と
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
す
る
。
著
者
は
ム
ス
リ
ム
の
タ
タ
l
ル

上
層
の
状
、
記
を
、
西
方
諸
園
山
身
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

で
あ
る
非
正
教
徒
L
L
屠
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
の
政
策
の

背
景
や
目
的
を
把
握
し
つ
つ
分
析
す
る
。

一
五
世
紀
半
ば
以
降
、
モ
ス
ク
ワ
に
亡
命
し
臣
従
す
る
、
ジ
ヨ
チ
・
ウ
ル
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ス
後
者
同
諸
園
の
支
配
層
間
身
の
ム
ス
リ
ム
が
増
加
し
た
。
彼
ら
は
ム
ス
リ
ム

の
ま
ま
ツ
ア

l
リ
に
仕
官
し
、
軍
事
勤
務
の
報
酬
と
し
て
封
地
を
付
奥
さ
れ

る
軍
務
タ
タ

l
ル
と
な
っ
た
が
、
そ
の
待
遇
は
同
時
期
の
ロ
シ
ア
人
士
族
と

比
較
し
て
も
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
軍
務
タ
タ

l
ル

と
、
西
方
出
身
の
傭
兵
を
比
較
す
る
と
、
雨
者
と
も
非
正
教
徒
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
待
遇
は
異
な
っ
て
い
た
。
西
方
出
身
の
非
正
教
徒
は
、

ツ
ア

l
リ
へ
の
勤
務
を
希
望
し
て
ロ
シ
ア
閥
境
に
到
着
す
る
と
す
ぐ
に
食
料

を
保
諮
さ
れ
、
生
活
立
ち
上
げ
の
資
金
を
支
給
さ
れ
、
封
地
も
約
束
さ
れ
る

な
ど
、
非
常
に
厚
遇
さ
れ
た
。
一
七
世
紀
に
な
り
、
凶
欧
か
ら
将
来
し
た
軍

事
技
術
や
知
識
に
よ
る
新
編
成
軍
が
創
設
さ
れ
る
と
、
そ
う
し
た
技
術
や
知

識
を
有
す
る
白
方
出
身
の
非
正
敬
徒
傭
兵
は
、
軍
に
お
け
る
重
要
性
を
増
し

た
。
そ
の
一
方
で
奮
軍
の
主
要
な
構
成
主
健
で
あ
っ
た
ロ
シ
ア
士
族
と
小
士

族
、
お
よ
び
軍
務
タ
タ
l
ル
の
、
軍
に
お
け
る
位
置
は
低
下
し
た
。

さ
て
軍
務
タ
タ

l
ル
ヤ
白
方
出
身
傭
兵
な
ど
の
非
一
止
教
徒
軍
人
は
、
ロ
シ

ア
士
族
や
小
士
族
に
準
ず
る
待
遇
を
得
て
い
た
け
れ
ど
も
、
法
的
な
権
利
に

つ
い
て
は
三
つ
の
貼
で
制
限
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
土
地
に
封
す
る
権

利
の
制
限
、
従
僕
所
有
の
制
限
、
信
仰
に
闘
す
る
権
利
の
制
限
で
あ
る
。

土
地
に
封
す
る
椎
利
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
一
七
世
紀
前
半
、
非
正
教
徒

と
ロ
シ
ア
士
族
の
聞
に
お
け
る
土
地
の
取
引
が
基
本
的
に
禁
止
さ
れ
た
。
そ

の
こ
と
に
お
け
る
政
府
の
最
大
の
目
的
は
、
非
正
教
徒
の
所
有
に
渡
る
土
地

を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
非
正
教
徒
か
ら
宗
教
的
な
影
響
を
受
け
る
ロ
シ

ア
農
民
の
数
を
減
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
政
府
は
、
軍
事
勤
務
す
る

非
正
敬
徒
に
つ
い
て
は
、
そ
の
封
地
を
保
護
す
る
と
い
う
配
慮
で
、
軍
務
の

忌
避
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
七
世
紀
半
ば
ま

で
に
多
く
の
軍
務
タ
タ

l
ル
が
農
民
も
小
作
農
も
持
た
な
い
貧
し
い
軍
人
と

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
封
地
の
取
引
を
制
限
す
る
一
連
の

法
令
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
経
済
的
な
束
縛
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
軍
務
に
あ
る
者
は
戦
地
に
従
僕
を
帯
同
す
る
義
務
を
負
っ
た
た
め
、

奴
隷
を
所
有
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
非
正
教
徒
は
、
法
令
に
よ
り
、
正
教

徒
の
従
僕
を
所
有
す
る
こ
と
を
制
限
さ
れ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
非
正
教
徒
が

正
教
徒
に
宗
教
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
を
阻
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
政

策
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
非
正
敬
徒
の
奴
隷
が
自
由
に
な
る
た
め
に
正
敬
に
改

宗
す
る
こ
と
も
ま
た
、
法
令
に
よ
り
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は

あ
く
ま
で
、
政
府
が
非
正
教
徒
の
軍
人
に
配
慮
し
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

上
述
の
よ
う
に
政
府
が
、
非
正
敬
徒
の
土
地
に
釣
す
る
権
利
や
従
僕
の
所

有
を
制
限
す
る
法
令
を
出
し
た
こ
と
に
は
、
正
敬
の
純
粋
性
を
護
持
し
よ
う

と
す
る
正
数
舎
か
ら
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
。
非
正
敬
徒
に
釘
す
る
信
仰
に

関
す
る
権
利
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
西
方
山
身
の
非
正
教
徒
の
う
ち
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
は
、
あ
る
程
度
の
制
限
の
も
と
、
数
舎
や
常
任
の
牧
師
の
存
在
を

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
は
数
舎
を
建
設
す
る
こ
と

も
、
常
任
神
父
を
置
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
ム
ス
リ
ム
に
つ
い
て
も
、

沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
方
の
ム
ス
リ
ム
民
衆
の
モ
ス
ク
建
設
と
維
持
は
、
制
限
の
も

と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
著
者
に
よ
れ
ば
、
二
ハ
世
紀
後
半
か
ら
一
七

世
紀
初
め
、
政
府
は
非
正
教
徒
に
針
し
「
一
般
に
宗
教
的
に
寛
容
」
(
七
一

頁
)
な
政
策
を
と
っ
た
と
い
う
。
そ
の
「
宗
教
的
寛
容
」
の
要
素
は
、
非
正

教
の
宗
救
施
設
や
聖
職
者
の
存
在
が
容
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
非
正
教

徒
の
正
敬
へ
の
強
制
改
宗
が
禁
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。
賓

際
に
イ
ヴ
ア
ン
四
世
は
沿
ヴ
オ
ル
ガ
地
方
の
ム
ス
リ
ム
の
強
制
改
宗
を
禁
じ

た
し
、
軍
務
タ
タ

l
ル
も
あ
る
程
度
の
信
仰
の
自
由
を
認
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
非
正
教
徒
は
、
上
述
の
土
地
に
針
す
る
権
利
や
従
僕
の
所
有
を
制
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限
す
る
法
令
に
よ
り
被
る
デ
メ
リ
ッ
ト
を
、
正
教
改
宗
と
い
う
封
一
肢
を
と
る

こ
と
に
よ
り
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
椎
利

制
限
は
「
正
数
化
政
策
と
い
う
面
か
ら
見
て
も
一
定
の
放
呆
を
有
し
て
い
た

と
み
て
よ
い
」
(
七
六
1

七
七
頁
)
o

つ
ま
り
一
七
世
紀
前
半
、
ロ
シ
ア
の
非

正
敬
徒
は
「
穏
や
か
な
」
(
七
七
一
良
)
正
教
化
政
策
の
も
と
に
あ
っ
た
。
軍

務
タ
タ
|
ル
の
正
敬
改
宗
者
は
、
改
宗
首
初
は
新
受
洗
者
と
し
て
ロ
シ
ア
人

と
匡
別
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
ロ
シ
ア
人
と
同
化
し
た
。
彼
ら
は
軍
に
お
い
て

も
、
軍
務
タ
タ

l
ル
や
新
受
洗
者
の
軍
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
軍
に
編
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
西
方
出
身
の
新
受
洗
者
に
つ
い
て
も
状
況
は
同

じ
で
あ
っ
た
。

著
者
は
以
上
の
分
析
を
ま
と
め
、
一
七
世
紀
前
竿
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
軍

務
タ
タ
l
ル
と
西
方
山
身
の
傭
兵
を
比
較
し
た
場
合
、
政
府
が
、
軍
に
お
け

る
位
置
づ
け
と
そ
れ
に
出
来
す
る
経
済
的
待
遇
に
つ
い
て
は
前
者
を
後
者
よ

り
も
低
位
に
置
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
教
や
正
教
徒
と
か
か
わ
る
問
題

に
つ
い
て
は
雨
者
を
同
様
に
扱
っ
た
と
い
う
事
賓
は
、
政
府
の
宗
数
的
な
配

慮
が
強
か
っ
た
こ
と
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

第
二
章
「
タ
タ

1
ル
上
層
階
級
の
ロ
シ
ア
正
教
改
宗
|
|
ロ
シ
ア
図
立
古

文
書
館
所
戒
『
改
宗
文
書
』
に
基
づ
い
て
」
(
八
一
!
一

O
五
百
九
)
は
、
ロ

シ

ア

園

立

古

文

書

館

(gnnEn同
E
2
4官
官

a
g
F忠
告
同
盟
国

担
自
国
国
岡
田

E
d
p
E
A〉
HHE
所
蔵
の
タ
タ

l
ル
文
書
(
司
自
宅
打
開
回
目

同
自
由
)
に
含
ま
れ
る
、
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
正
数
改
宗
を
扱
っ
た
文
書
(
著

者
は
こ
れ
を
「
改
宗
文
書
」
と
呼
ぶ
)
に
依
按
し
、
一
七
世
紀
ロ
シ
ア
に
お

け
る
、
タ
タ
l
ル
上
層
を
中
心
と
し
た
ム
ス
リ
ム
の
止
教
改
宗
の
賓
態
を
明

ら
か
に
す
る
好
論
で
あ
る
。

タ
タ
l
ル
文
書
は
約
五

O
O貼
現
存
し
、
な
か
に
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記

テ
ユ
ル
ク
語
で
書
か
れ
た
も
の
も
存
在
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
ロ
シ
ア
語
に

よ
る
。
著
者
が
史
料
と
す
る
改
宗
文
書
は
、
こ
れ
ら
タ
タ
l
ル
文
書
の
う
ち

の
一
天
二
黙
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
六
一
六
年
か
ら
一
七

O
七
年
ま
で
の
約

一
世
紀
の
聞
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
が
、
多
く
は
一
七
世
紀
前
竿
の
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
最
も
多
い
も
の
は
、
軍
務
タ

タ
|
ル
や
、
正
教
改
宗
後
に
封
地
を
授
奥
さ
れ
軍
務
に
就
い
た
ロ
シ
ア
領
外

(
3
)
 

か
ら
の
臣
従
者
が
、
正
敬
改
宗
の
褒
賞
を
請
、
つ
嘆
願
書
で
あ
る
。
著
者
は
こ

れ
ら
の
改
宗
文
書
か
ら
判
明
す
る
、
正
教
改
宗
の
主
際
、
動
機
、
手
順
を
詳

説
す
る
。

正
教
改
宗
の
主
岨
胞
の
ほ
と
ん
ど
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
軍
務
タ
タ
l
ル
や
、

正
教
改
宗
後
に
封
地
を
付
輿
さ
れ
軍
務
に
就
い
た
ロ
シ
ア
領
外
か
ら
の
臣
従

者
で
あ
る
。
彼
ら
は
多
く
の
場
合
、
家
族
と
と
も
に
正
教
に
改
宗
し
た
。
彼

ら
は
改
宗
す
る
と
、
改
宗
前
の
ム
ス
リ
ム
祉
舎
に
お
け
る
身
分
に
庭
じ
て
、

新
た
な
身
分
を
付
輿
さ
れ
た
。
改
宗
前
に
ミ
l
ル
ザ
ー
や
ピ
イ
の
稽
競
を
有

し
て
い
れ
ば
、
改
宗
後
は
公

(
E
S
r
)
の
身
分
を
付
出
列
さ
れ
た
。
著
者
が

調
査
し
た
改
宗
者
三
二
五
名
の
う
ち
七

O
名
、
約
五
分
の
一
が
公
の
身
分
を

得
て
い
る
と
い
う
。

正
教
改
宗
の
動
機
に
つ
い
て
著
者
は
、
そ
れ
が
改
宗
に
封
す
る
ツ
ア

l
リ

か
ら
の
褒
賞
と
し
て
得
ら
れ
る
、
経
済
的
な
利
盆
と
枇
曾
的
な
地
位
で
あ
っ

た
と
分
析
す
る
。
政
府
も
正
教
舎
も
建
前
で
は
、
褒
賞
を
得
る
た
め
の
改
宗

を
認
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
(
貫
際
に
は
褒
賞
を
奥
え
る
こ
と
で
改
宗
を
促
し

た
。
そ
し
て
ム
ス
リ
ム
は
政
府
か
ら
褒
賞
を
獲
得
す
る
た
め
に
受
洗
し
た
の

で
あ
る
。
改
宗
を
希
望
す
る
者
は
洗
穫
の
前
に
衣
服
が
興
え
ら
れ
た
。
洗
植

の
後
に
は
、
銀
器
、
高
債
な
布
類
、
毛
皮
、
馬
な
ど
の
物
品
に
く
わ
え
、
現

金
も
下
賜
さ
れ
た
。
上
述
の
よ
う
に
改
宗
前
の
身
分
に
麿
じ
た
身
分
も
授
輿
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さ
れ
、
封
地
や
俸
給
に
つ
い
て
も
厚
遇
さ
れ
た
。
軍
務
タ
タ

l
ル
の
う
ち

ミ
l
ル
ザ
l
は
、
正
教
に
改
宗
し
公
の
稽
競
を
輿
え
ら
れ
る
と
、
封
地
や
俸

給
を
倍
増
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
改
宗
者
の
家
族
の
改
宗
に
封
し
で
も

褒
賞
が
授
輿
さ
れ
た
。
褒
賞
は
改
宗
す
れ
ば
常
然
に
輿
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
外
務
膳
へ
の
嘆
願
書
の
提
出
と
そ
の
受
碑
と
い
う
手
績
き
を
経
て
授

輿
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
新
受
洗
者
は
大
量
の
嘆
願
書
を
作
成
し
提
出
し
た
。

正
敬
へ
の
改
宗
手
順
に
は
、
モ
ス
ク
ワ
で
改
宗
す
る
方
法
と
、
改
宗
希
望

者
が
居
住
す
る
地
方
で
改
宗
す
る
方
法
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
地
方
に
居
住
す

る
改
宗
希
望
者
は
ま
ず
、
嘗
該
の
地
方
長
官
に
改
宗
を
希
望
す
る
嘆
願
書
を

提
出
し
た
。
地
方
長
官
は
ツ
ア

1
リ
の
許
可
を
得
て
、
改
宗
希
望
者
を
モ
ス

ク
ワ
に
迭
る
か
、
あ
る
い
は
地
方
で
改
宗
さ
せ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
政
府
は
、

タ
タ

l
ル
上
層
の
正
教
改
宗
に
お
い
て
、
改
宗
希
望
者
と
正
教
舎
の
聞
で
非

常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
す
な
わ
ち
具
髄
的
な
手
順
を
追
っ
て
み
る

と
、
モ
ス
ク
ワ
で
改
宗
す
る
者
は
ツ
ア

l
リ
に
宛
て
て
改
宗
希
望
の
嘆
願
書

を
提
出
し
、
そ
の
改
宗
嘆
願
書
は
外
務
聴
で
庭
理
さ
れ
た
。
改
宗
希
望
者
は
、

外
務
臆
で
身
分
や
封
地
、
俸
給
、
改
宗
を
希
望
す
る
動
機
な
ど
を
審
問
さ
れ
、

宮
内
聴
か
線
主
教
府
に
迭
注
さ
れ
た
。
そ
し
て
モ
ス
ク
ワ
近
透
の
修
道
院
で

原
則
と
し
て
四

0
日
間
、
園
庫
か
ら
扶
養
費
用
を
支
給
さ
れ
つ
つ
、
正
教
の

教
義
を
向
学
習
し
た
。
そ
の
後
、
形
式
的
に
は
ツ
ア

l
リ
に
、
(
貫
質
的
に
は
外

務
磨
に
お
い
て
選
定
さ
れ
た
洗
櫨
親
の
立
曾
い
の
も
と
、
受
洗
し
た
の
で
あ

る
。
ま
た
モ
ス
ク
ワ
以
外
の
地
方
で
改
宗
す
る
者
は
、
地
方
の
修
遁
院
に
お

け
る
数
義
的
学
習
を
一
経
て
、
受
洗
し
た
。
高
位
の
者
が
改
宗
す
れ
ば
、
改
宗
後

に
ツ
ア
|
リ
と
の
謁
見
が
準
備
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
謁
見
を
希
望
す
る
嘆
願

に
よ
り
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。

著
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
賓
を
、
政
府
に
と
り
非
正
敬
徒
上
層
の
正
教

化
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
っ
た
の
か
を
一
以
す
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
。

第
三
章
「
タ
タ
l
ル
上
層
階
級
の
ロ
シ
ア
化
と
ロ
シ
ア
人
貴
族
壮
曾
|
|

会
七
世
紀
末
の
ナ
ル
ベ
コ

7家
系
譜
を
手
が
か
り
と
し
て
」
(
一

O
七
1
一

二
六
頁
)
は
、
一
七
世
紀
末
に
作
成
さ
れ
た
ロ
シ
ア
貴
族
の
系
譜
史
料
か
ら
、

首
時
の
ロ
シ
ア
人
貴
族
枇
舎
に
お
い
て
、
タ
タ
l
ル
貴
族
に
出
白
を
持
つ
こ

と
が
誇
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

著
者
は
ま
ず
、
政
府
が
一
六

l
一
七
世
紀
に
編
纂
し
た
「
君
主
の
系
譜

(
4
)
 

童
日
」
と
「
パ
ル
ハ
ト
の
書
」
と
い
う
二
つ
の
系
譜
史
料
に
登
場
す
る
、
組
先

を
ジ
ヨ
チ
・
ウ
ル
ス
に
求
め
る
系
譜
が
虚
構
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

次
に
、
ロ
シ
ア
貴
族
が
白
ら
の
出
自
を
虚
構
の
惇
説
を
創
作
し
て
ま
で
草
原

の
貴
顕
に
求
め
た
と
い
う
事
賓
に
着
目
し
、
一
七
世
紀
末
に
系
譜
院
に
登
録

さ
れ
た
ナ
ル
ベ
コ
フ
家
の
系
譜
の
内
容
を
分
析
す
る
。

ロ
シ
ア
岡
立
古
文
書
館
収
蔵
の
ナ
ル
ベ
コ
フ
家
系
譜
に
は
、
封
地
や
職
務

を
諮
明
す
る
書
類
な
ど
と
と
も
に
、
一
族
の
紋
章
と
、
一
族
を
栴
え
る
領
詩

が
添
附
さ
れ
て
い
る
。
紋
章
は
ム
ス
リ
ム
山
自
の
象
徴
と
し
て
タ
ー
バ
ン
の

園
柄
が
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
が
全
文
の
日
本
語
誇
を
作
成

し
提
示
す
る
頒
詩
は
、
一
族
の
者
ら
が
ム
ス
リ
ム
貴
額
の
出
自
で
あ
る
こ
と
、

モ
ス
ク
ワ
大
公
に
臣
従
し
た
こ
と
、
モ
ス
ク
ワ
大
公
を
洗
種
親
と
し
て
正
教

に
改
宗
し
褒
賞
と
相
績
領
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
、
カ
ザ
ン
戦
争
で
ム
ス
リ
ム

と
勇
敢
に
戦
い
重
傷
を
負
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
軍
功
が
ツ
ア

1
リ
に
認
め

ら
れ
た
こ
と
を
謡
、
っ
。
著
者
は
特
に
こ
れ
ら
の
紋
章
と
頒
詩
の
内
容
か
ら
、

一
七
世
紀
末
の
ロ
シ
ア
人
貴
族
世
舎
で
は
、
正
敬
徒
か
ム
ス
リ
ム
か
と
い
う

宗
教
的
な
出
自
よ
り
も
枇
合
的
に
上
層
の
山
身
で
あ
る
と
い
う
身
分
の
問
題

の
方
が
重
要
で
あ
り
、
タ
タ

l
ル
貴
族
出
自
は
誇
り
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

第
四
章
「
一
七
世
紀
の
カ
シ
モ
フ
皇
岡
」
(
一
二
七
!
一
六
一
頁
)
は
、
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一
七
世
紀
の
ロ
シ
ア
政
府
の
カ
シ
モ

7星
岡
に
封
す
る
政
策
を
、
タ
タ

l
ル

上
層
政
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
、
分
析
す
る
。

カ
シ
モ
フ
皇
闘
は
、
一
五
世
紀
中
十
ば
に
モ
ス
ク
ワ
大
公
が
カ
ザ
ン
・
ハ
ン

の
皇
子
カ
l
ス
イ
ム
に
、
モ
ス
ク
ワ
の
南
東
、
オ
カ
河
岸
の
地
域
を
輿
え
た

こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
、
テ
ユ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
の
政
権
で
あ
る
。
そ
の
君

主
は
ハ
ン
と
稽
さ
れ
、
モ
ス
ク
ワ
大
公
に
よ
っ
て
チ
ン
ギ
ス
育
の
者
の
な
か

か
ら
選
ば
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
政
府
は
一
七
世
紀
を
通
し
て
カ
シ

モ
フ
君
主
の
権
限
を
徐
々
に
削
減
し
、
そ
の
世
紀
末
に
は
政
権
そ
の
も
の
を

取
り
潰
す
。

著
者
は
一
七
世
紀
の
カ
シ
モ
フ
皇
園
と
、
政
府
か
ら
ノ
ガ
イ
の
ミ
l
ル

ザ
l
に
下
賜
さ
れ
た
ロ
マ
ノ
フ
の
町
を
比
較
し
、
い
ず
れ
も
君
主
あ
る
い
は

領
主
の
地
位
が
名
目
的
な
も
の
で
あ
り
、
領
地
支
配
の
権
限
が
限
定
さ
れ
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
ロ
シ
ア
政
府
は
、
カ
シ
モ
フ
皇
園

に
お
け
る
事
賓
上
最
後
の
君
主
と
な
っ
た
サ
イ
イ
ド
・
ブ
ル
ハ
ン
の
権
限
を

縮
小
し
て
い
き
、
一
六
五
四
年
に
は
彼
を
強
制
的
に
正
教
に
改
宗
さ
せ
、
彼

の
死
後
し
ば
ら
く
し
て
カ
シ
モ
フ
白
玉
園
そ
の
も
の
を
潰
し
た
が
、
そ
の
聞
に

は
カ
シ
モ
フ
皇
岡
の
タ
タ

1
ル
の
も
と
に
い
る
正
敬
徒
従
僕
の
存
在
が
問
題

と
さ
れ
た
。
著
者
は
、
そ
う
し
た
ロ
シ
ア
政
府
の
カ
シ
モ
フ
皇
固
に
封
す
る

諸
々
の
政
策
が
嘗
初
か
ら
政
権
の
取
り
潰
し
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
次

に
遁
べ
る
よ
う
な
タ
タ

l
ル
上
層
政
策
の
一
環
と
し
て
賓
施
さ
れ
た
の
だ
と

議
論
す
る
。

そ
の
一
七
世
紀
後
竿
に
お
け
る
ロ
シ
ア
政
府
の
タ
タ

l
ル
L
L
屠
に
封
す
る

政
策
を
解
説
す
る
の
が
、
第
五
章
「
一
七
世
紀
後
竿
の
正
教
化
政
策
」
(
一

六
三
!
一
八
四
頁
)
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
政
府
は
一
七
世
紀
の
宇
ば
、
お
よ
び
一
六
七

O
I
八

0
年
代
に
か

け
て
、
ム
ス
リ
ム
を
含
む
非
正
教
徒
に
針
し
、
正
教
改
宗
を
促
す
政
策
を
推

し
進
め
た
。

一
七
世
紀
宇
ば
、
非
正
教
徒
は
封
地
や
相
績
領
を
所
有
す
る
こ
と
も
、
正

教
徒
の
従
僕
を
所
有
す
る
こ
と
も
巌
し
く
禁
止
さ
れ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

で
あ
る
「
ド
イ
ツ
人
」
は
正
教
徒
か
ら
の
隔
離
政
策
の
釘
象
と
な
り
、
ム
ス

リ
ム
は
、
ヵ
シ
モ
フ
君
主
サ
イ
イ
ド
・
ブ
ル
ハ
ン
の
正
教
改
宗
の
例
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
様
々
な
改
宗
医
力
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
政
府
は

沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
方
に
お
い
て
は
、
軍
人
の
よ
う
な
枇
合
的
上
層
の
人
々
だ
け

で
な
く
よ
り
下
層
の
人
々
も
、
ま
た
ム
ス
リ
ム
だ
け
で
な
く
モ
ル
ド
ヴ
ァ
、

チ
ェ
レ
ミ
ス
、
カ
ル
ム
イ
ク
ら
も
宣
教
の
釘
象
と
し
、
軍
隊
を
投
入
し
た
強

硬
な
改
宗
す
ら
行
な
っ
た
。
こ
う
し
た
政
策
の
背
景
に
は
、
同
時
期
の
正
教

舎
に
お
け
る
、
正
教
の
純
粋
性
を
護
持
し
よ
う
と
す
る
敬
良
一
点
の
数
曾
刷
新

運
動
や
、
線
主
教
ニ
コ
ン
に
よ
る
数
曾
改
革
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
よ
り
ロ
シ

ア
が
あ
ら
ゆ
る
正
教
徒
の
盟
主
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
な
ど

が
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
一
七
世
紀
竿
ば
の
段
階
で
は
、
非
正
教
徒
軍
人
の
正
敬
化

は
そ
れ
ほ
ど
進
展
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
西
方
出
身
者
は
正
殺
に

改
宗
す
る
か
わ
り
に
ロ
シ
ア
か
ら
退
去
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
ム
ス
リ
ム

の
軍
人
は
依
然
と
し
て
特
に
南
部
防
衛
に
貢
献
す
る
存
在
で
あ
り
、
彼
ら
に

封
し
巌
格
に
罰
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

政
府
が
非
正
教
徒
の
改
宗
を
強
く
促
す
最
し
い
政
策
を
採
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
一
六
七

0
年
代
以
降
で
あ
る
。
西
方
出
身
の
傭
兵
に
は
、
俸
給
の
小

分
を
現
金
、
残
り
の
竿
分
を
盤
で
支
給
す
る
と
い
う
命
令
が
議
出
さ
れ
た
。

ま
た
多
く
の
西
方
出
身
者
が
、
軍
務
を
避
け
、
正
教
徒
の
み
が
就
き
得
た
行

政
戦
に
移
る
た
め
、
正
教
に
改
宗
し
た
。
そ
し
て
オ
ス
マ
ン
帝
岡
と
の
パ
フ
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チ
工
サ
ラ
イ
休
戦
協
定
の
後
に
傭
兵
の
雇
用
が
削
減
さ
れ
る
と
、
非
正
教
徒

の
傭
兵
に
は
自
費
で
ロ
シ
ア
に
居
住
す
る
か
、
ロ
シ
ア
か
ら
退
去
す
る
か
の

二
者
揮
一
を
迫
る
命
令
が
出
さ
れ
、
賓
際
に
傭
兵
教
は
激
減
し
た
。
ム
ス
リ

ム
軍
人
で
あ
る
「
ミ

l
ル
ザ

I
と
タ
タ

l
ル
」
に
釘
し
で
も
、
改
宗
を
促
す

法
令
が
次
々
に
後
出
さ
れ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
法
令
は
、
新
受

洗
者
に
封
す
る
改
宗
の
褒
賞
を
保
詮
す
る
も
の
と
、
非
改
宗
者
に
針
し
て
デ

メ
リ
ッ
ト
を
課
す
も
の
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
得
る
。
新
受
洗
者
に
針
す
る
褒

賞
に
つ
い
て
は
、
遺
産
を
優
先
的
に
相
績
し
得
る
権
利
を
付
興
す
る
法
令
と
、

軍
務
を
兎
除
す
る
法
令
が
追
加
さ
れ
た
。
非
改
宗
者
に
デ
メ
リ
ッ
ト
を
課
す

法
令
に
は
、
非
改
宗
の
軍
務
タ
タ
|
ル
を
強
制
的
に
移
住
さ
せ
る
も
の
、
正

敬
徒
農
民
と
一
止
救
徒
が
居
住
す
る
土
地
の
所
有
を
禁
止
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

非
正
敬
徒
の
民
衆
に
は
一
七
世
紀
半
ば
か
ら
継
績
し
て
正
数
化
政
策
が
採
ら

れ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
政
府
の
政
策
は
、
一
六
八

0
年
代
に
は
ツ
ア

l
リ
交
代

な
ど
の
政
治
的
な
理
由
に
よ
り
一
貫
性
を
鉄
く
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
全
棋
と

し
て
は
非
正
教
徒
に
釘
す
る
改
宗
医
力
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
背
景
に
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
正
教
舎
に
お
け
る
線
主
教
ヨ
ア
キ
ム
の
意

向
が
あ
り
、
さ
ら
に
ム
ス
リ
ム
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
と

の
封
立
の
問
題
も
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

著
者
は
、
こ
う
し
た
政
策
の
結
呆
、
軍
務
タ
タ
l
ル
の
う
ち
最
上
層
の
正

敬
化
が
進
展
し
、
一
七
世
紀
末
に
は
「
少
な
く
と
も
数
百
の
規
模
の
軍
務
タ

タ
|
ル
に
よ
る
正
教
改
宗
が
あ
っ
た
と
推
測
し
て
誤
り
は
な
い
」
(
一
七
王

頁
)
と
述
べ
る
。
そ
し
て
ロ
シ
ア
政
府
が
非
正
教
徒
に
封
し
、
西
方
出
身
か

東
方
出
自
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
正
教
に
改
宗
す
る
よ
う
堅
力
を
か
け
た
と
い

う
事
賓
か
ら
、
政
府
が
正
教
徒
と
非
正
教
徒
を
二
項
封
立
的
に
と
ら
え
、
宗

教
的
な
配
慮
の
饗
化
に
麿
じ
て
政
策
を
婆
更
し
た
と
考
え
る
。

一
方
で
ロ
シ
ア
の
中
心
部
お
よ
び
沿
ヴ
オ
ル
ガ
地
方
以
外
、
つ
ま
り
シ
ベ

リ
ア
や
草
原
地
域
で
は
、
ム
ス
リ
ム
に
封
し
て
正
数
改
宗
を
強
制
す
る
よ
う

な
政
策
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
。
著
者
は
こ
の
事
賓
を
あ
わ
せ
て
考
察
し
、

「
一
七
世
紀
後
学
の
沿
ヴ
オ
ル
ガ
地
方
に
お
け
る
正
教
化
政
策
の
再
強
化
は
、

沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
方
が
す
で
に
周
縁
で
は
な
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
な
く
な
り

つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
(
一
八
四
頁
)
と
指
摘
す
る
。

さ
て
第
六
章
「
一
八
世
紀
前
半
の
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
枇
曾
|
|
タ
タ
ー

ル
商
人
の
蓋
頭
」
(
一
八
五
!
二
二
三
頁
)
は
、
第
五
章
ま
で
と
は
若
干
毛

色
の
異
な
る
章
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
章
は
、
前
半
で
は
第
五
章
ま
で
と

同
様
に
ム
ス
リ
ム
の
正
敬
改
宗
の
問
題
を
検
討
す
る
が
、
後
中
十
に
お
い
て
は
、

正
教
に
改
宗
し
な
か
っ
た
ム
ス
リ
ム
の
活
動
に
焦
黙
を
あ
て
る
か
ら
で
あ
る
。

一
八
世
紀
に
な
る
と
ピ
ョ

l
ト
ル
一
世
は
、
正
敬
に
改
宗
せ
ず
ム
ス
リ
ム

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
軍
務
タ
タ
l
ル
の
行
政
上
の
地
位
を
農
民
と
同
等
の
位

置
ま
で
引
き
降
ろ
し
た
。
且
ハ
髄
的
に
は
ま
ず
、
正
敬
徒
農
民
が
居
住
す
る
領

地
を
有
す
る
ム
ス
リ
ム
は
、
正
教
に
改
宗
し
な
い
場
合
、
そ
の
土
地
を
(
貫
際

に
波
状
さ
れ
た
。
ま
た
軍
務
タ
タ
l
ル
は
、
受
洗
し
な
け
れ
ば
、
ペ
テ
ル
フ

ル
ク
な
ど
の
町
や
要
塞
の
建
設
作
業
、
軍
服
建
造
の
た
め
の
森
林
伐
採
や
運

搬
作
業
を
課
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
も
と
も
と
貴
族
や
役
人
ら
と
同

(
5
)
 

様
に
人
頭
税
と
徴
兵
を
兎
除
さ
れ
る
地
位
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
農
民
と
同
じ

よ
う
に
人
-
娯
税
を
課
せ
ら
れ
、
徴
税
の
針
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一

八
世
紀
前
半
に
賓
施
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
政
策
に
よ
り
、
「
上
層
階
級
と
し
て

の
軍
務
タ
タ
ー
ル
暦
は
、
事
賓
上
消
滅
し
た
」
(
一
八
九
百
円
)

0

彼
ら
の
多
く

は
園
有
地
農
民
と
な
っ
た
が
、
商
人
や
ウ
ラ
マ
ー
に
な
っ
た
者
も
少
な
く
な

か
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
と
と
も
に
一
八
世
紀
は
、
軍
務
タ
タ
l
ル
な
ど
の
世
舎
的
上
層
の
み
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な
ら
ず
、
特
に
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
方
に
お
い
て
は
非
正
教
徒
の
民
衆
も
組
織
的

な
正
教
化
政
策
の
封
象
と
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
政
策
に
は
、
新

受
洗
者
に
封
す
る
徴
兵
の
兎
除
と
克
税
特
権
の
付
奥
、
正
敬
教
義
の
救
山
円
が

あ
っ
た
。
一
七
二
二
年
に
は
ヴ
オ
ル
ガ
中
流
の
ス
ヴ
イ
ヤ
シ
ス
ク
に
新
受
洗

者
事
務
所
と
い
う
、
政
府
が
管
轄
す
る
組
織
が
設
置
さ
れ
、
非
正
教
徒
に
封

す
る
宣
教
活
動
に
従
事
し
た
。
政
府
は
一
七
四

O
年
か
ら
非
正
敬
徒
の
正
教

化
政
策
を
一
層
強
化
し
、
新
受
洗
者
す
べ
て
に
褒
賞
金
と
兎
税
を
約
束
し
て
、

そ
の
兎
税
分
の
税
を
非
正
教
徒
に
課
す
な
ど
の
政
策
を
採
っ
た
。
政
府
は
こ

の
時
期
に
も
強
制
改
宗
を
禁
止
し
た
が
、
宣
教
師
が
強
制
改
宗
を
行
っ
て
い

る
と
い
う
事
賓
を
把
握
し
て
も
、
針
策
を
講
じ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い

う
。
結
果
、
特
に
一
七
四

0
年
代
に
は
多
く
の
新
受
洗
者
が
誕
生
し
た
。
し

か
し
そ
の
多
く
は
も
と
も
と
ム
ス
リ
ム
で
は
な
く
ア
ニ
ミ
ス
ト
で
あ
り
、
ム

ス
リ
ム
は
こ
う
し
た
正
教
化
政
策
を
逃
れ
、
そ
れ
と
は
異
な
る
政
策
が
採
ら

れ
て
い
た
南
ウ
ラ
ル
地
方
に
移
住
し
て
い
っ
た
。

南
ウ
ラ
ル
地
方
に
お
け
る
正
敬
化
政
策
は
、
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
方
と
比
較
す

る
と
、
緩
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
し
て
さ
ら
に
一
七
三
王

l
四
四
年
の
オ
レ
ン
ブ
ル
ク
建
設
に
と
も
な
う
移
住
奨
励
政
策
の
た
め
に
、

一
八
世
紀
に
は
沿
ヴ
オ
ル
ガ
地
方
か
ら
南
ウ
ラ
ル
地
方
へ
の
タ
タ

1
ル
の
移

住
が
進
展
し
、
そ
れ
は
バ
シ
キ

l
ル
の
イ
ス
ラ

l
ム
化
を
促
進
す
る
結
果
と

な
っ
た
。
南
ウ
ラ
ル
地
方
で
タ
タ

l
ル
の
ウ
ラ
マ

l
が
活
動
し
、
モ
ス
ク
や

マ
ド
ラ
サ
を
建
設
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
政
府
は
、
こ

う
し
た
タ
タ

l
ル
の
ウ
ラ
マ

l
の
存
在
や
活
動
を
、
政
府
の
承
認
を
受
け
る

こ
と
を
快
件
と
し
て
認
め
た
。

ロ
シ
ア
政
府
は
、
上
述
の
政
策
に
並
行
し
て
、
オ
レ
ン
ブ
ル
ク
を
擦
貼
と

し
た
中
央
ア
ジ
ア
貿
易
を
奨
励
し
た
。
タ
タ

l
ル
商
人
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の

商
人
と
宗
教
を
同
じ
く
し
、
言
語
も
近
か
っ
た
た
め
に
、
中
央
ア
ジ
ア
貿
易

を
牽
引
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
一
八
世
紀
に
は
特
に
、
ヵ
ザ
ン
牒
山
身
の

サ
イ

l
ド
・
ハ
ヤ

l
リ
ン
と
い
う
タ
タ

1
ル
商
人
が
、
ロ
シ
ア
政
府
の
意
向

に
沿
う
か
た
ち
で
、
カ
ザ
ン
地
方
の
タ
タ

1
ル
に
呼
び
か
け
、
オ
レ
ン
ブ
ル

グ
近
郊
の
カ
ル
ガ
ル
に
移
住
し
て
中
央
ア
ジ
ア
貿
易
に
従
事
し
た
。
カ
ル
ガ

ル
は
タ
タ

1
ル
商
人
の
町
と
し
て
設
展
し
、
沿
ヴ
オ
ル
ガ
地
方
で
ム
ス
リ
ム

に
針
し
て
巌
し
い
正
教
化
政
策
が
採
ら
れ
て
い
た
時
期
に
も
、
カ
ル
ガ
ル
で

は
商
人
の
財
力
に
よ
っ
て
次
々
に
モ
ス
ク
や
マ
ド
ラ
サ
が
建
設
さ
れ
た
。
そ

の
た
め
カ
ル
ガ
ル
は
、
沿
ヴ
オ
ル
ガ
お
よ
び
南
ウ
ラ
ル
地
方
に
お
け
る
イ
ス

ラ
l
ム
救
育
の
中
心
と
し
て
も
設
展
し
、
多
く
の
ウ
ラ
マ
ー
を
輩
出
し
た
。

す
な
わ
ち
著
者
は
、
一
八
世
紀
前
牛
の
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
方
に
お
け
る
巌
し

い
正
教
化
政
策
に
よ
っ
て
枇
曾
的
上
層
と
し
て
の
軍
務
タ
タ
l
ル
は
消
滅
し

た
が
、
彼
ら
の
な
か
に
は
商
人
に
な
っ
た
者
が
少
な
く
な
く
、
一
八
世
紀
中
十

ば
以
降
は
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
方
の
タ
タ

I
ル
の
移
住
先
で
あ
っ
た
南
ウ
ラ
ル
地

方
に
お
い
て
、
タ
タ
l
ル
商
人
や
ウ
ラ
マ
ー
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
と
い

う
流
れ
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

55 

以
下
に
、
評
者
が
本
書
を
通
讃
し
て
抱
い
た
疑
問
を
記
す
こ
と
で
書
評
と

い
た
し
た
く
思
う
。

一
つ
め
の
疑
問
は
、
ロ
シ
ア
政
府
の
ム
ス
リ
ム
上
層
正
教
化
政
策
の
時
期

匡
分
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
著
者
は
、
そ
の
時
期
を
一
七
世
紀
前
竿
と
後
牛
に
匝
分
し
、

性
格
ぞ
つ
け
る
。
前
者
は
、
政
府
が
非
正
教
徒
を
「
穏
や
か
な
」
正
教
化
政
策

の
も
と
に
置
い
た
時
期
で
あ
り
、
後
者
は
「
宗
教
的
寛
容
」
を
失
っ
て
巌
し
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い
政
策
を
採
っ
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
が
丁
寧
に
提
示
す
る
、
ロ
シ

ア
政
府
が
護
出
し
た
法
令
な
ど
の
史
料
か
ら
は
、
そ
の
時
期
恒
分
に
よ
る
性

格
の
遣
い
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
明
向
で
は
な
い
。
む
し
ろ
評
者
は
本
書
か
ら
、

ロ
シ
ア
政
府
が
一
七
世
紀
全
日
障
を
通
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
を
中
心
と
す
る
地
域

か
ら
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
方
に
か
け
て
の
ム
ス
リ
ム
卜
居
に
釣
す
る
正
数
改
宗
医

力
を
徐
々
に
強
め
て
い
き
、
一
六
七

0
年
代
か
ら
は
特
に
そ
れ
ま
で
以
上
に

巌
し
く
封
庭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
な

印
象
が
生
じ
る
原
因
の
一
つ
は
お
そ
ら
く
、
一
六
四
九
年
合
議
法
典
を
は
じ

め
と
す
る
、
一
六
四

0
年
代
の
法
令
の
解
揮
が
難
し
い
た
め
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
著
者
が
一
七
世
紀
竿
ば
に
は
非
正
敬
徒
軍
人
の
正
教
化
に
目
立
っ

た
進
展
が
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
の
著
者
の
見
解
が
も
う
少
し
整
理
さ
れ
れ
ば
、
印
象
は
異
な
る
も
の
に
な

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
本
書
で
は
上
速
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
政
府
が
、

一
七
世
紀
竿
ば
か
ら
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
方
に
お
い
て
、
非
正
教
徒
の
民
衆
に
封

し
、
時
に
軍
隊
ま
で
も
投
入
す
る
よ
う
な
巌
し
い
正
教
化
政
策
に
着
手
し
た

と
い
う
事
賓
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
民
衆
を
釘
象
と
す
る
政
策
が
、
軍

務
タ
タ
l
ル
な
ど
の
祉
曾
的
上
層
に
封
す
る
政
策
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
の
か
が
い
ま
少
し
説
明
さ
れ
れ
ば
、
正
教
化
政
策
の
時
期
匡
分
の
問
題

(
6
)
 

に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
が
、
一
層
わ
か
り
や
す
か
っ
た
だ
ろ
う
。

二
つ
め
は
、
ロ
シ
ア
政
府
の
政
策
を
、
「
宗
数
的
寛
谷
」
と
い
う
概
念
を

前
刊
に
だ
し
て
解
稗
す
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
安
蛍
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ

る。
著
者
は
上
述
の
よ
う
に
第
一
章
に
お
い
て
、
「
宗
数
的
寛
容
」
の
具
種
的

な
内
容
を
、
非
正
殺
の
宗
教
施
設
や
聖
職
者
の
存
在
が
容
認
さ
れ
た
こ
と
と
、

非
正
教
徒
の
正
教
へ
の
強
制
改
宗
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
説
明
す
る

が
、
そ
の
う
え
で
本
書
の
結
論
と
し
て
「
正
教
に
基
づ
い
た
帝
岡
へ
と
脱
皮

し
つ
つ
あ
っ
た
一
七
世
紀
末
の
ロ
シ
ア
は
、
す
で
に
ム
ス
リ
ム
上
層
階
級
の

存
在
を
許
容
で
き
る
宗
教
的
『
寛
容
を
失
っ
て
」
お
り
、
ま
た
「
キ
リ
ス
ト
教

と
そ
の
文
化
圏
の
進
ん
だ
文
明
を
『
蒙
昧
』
な
民
に
慶
一
め
て
い
く
べ
き
で
あ

る
と
す
る
『
文
明
化
の
使
命

2
2ロ
包
括

B
5
2
0ロ
」
」
(
二
一
一
二
頁
)
と
い

う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
た
政
策
を
採
っ
た
の
だ
と
説
明
す
る
。
し
か
し

同
時
に
著
者
は
、
ロ
シ
ア
政
府
が
そ
の
よ
う
に
「
ム
ス
リ
ム
上
層
階
級
を
排

除
し
、
大
規
模
な
正
敬
化
政
策
を
展
開
で
き
た
の
は
、
も
と
も
と
望
ま
し
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
正
敬
化
政
策
を
推
進
す
る
際
に
愛
生
す
る
損
失
を
無
棋

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
ロ
シ
ア
の
岡
力
の
増
大
と
い
う
要
素
が
あ
っ
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
(
一
一
一
一
一
一
頁
)
と
も
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
著
者

は
、
本
書
の
最
後
に
お
い
て
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
前
半
の
ロ
シ
ア

政
府
の
ム
ス
リ
ム
正
教
化
政
策
が
、
ま
ず
は
「
宗
教
的
寛
容
」
の
有
無
や

「
文
明
化
の
使
命
」
と
い
っ
た
宗
救
・
思
想
的
な
背
景
に
よ
り
推
進
さ
れ
た

と
い
う
見
解
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
政
策
推
進
を
可
能
に
し
た
ロ
シ

ア
の
園
力
の
増
大
を
付
加
的
に
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
や
指
摘
は
い
ず

れ
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
の
主
要
な
検
討
封
象
が
ロ
シ
ア
政
府

の
ム
ス
リ
ム
正
教
化
政
策
の
具
躍
的
施
策
で
あ
り
、
賓
際
に
本
書
の
か
な
り

の
部
分
が
ロ
シ
ア
政
府
の
溌
出
し
た
法
令
の
詳
細
な
分
析
で
占
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
は
、
著
者
が
強
調
す
る
よ
う
な
宗
救
・
思
相
心

的
な
背
景
よ
り
も
む
し
ろ
、
賓
利
的
な
要
素
、
す
な
わ
ち
政
策
選
揮
に
お
い

て
自
ら
の
岡
力
を
踏
ま
え
る
と
い
う
、
ロ
シ
ア
政
府
の
。
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク

な
態
度
(
お
よ
び
そ
う
し
た
政
策
の
針
象
と
な
っ
た
人
々
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ッ
ク
な
姿
勢
)
を
細
部
に
わ
た
り
描
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。
少
な
く
と
も
許
者
は
、
本
書
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
護
み
進
め
、

大
愛
に
興
味
深
く
感
じ
た
。
す
な
わ
ち
裏
を
返
せ
ば
、
本
書
で
は
、
ロ
シ
ア

政
府
の
ム
ス
リ
ム
正
敬
化
政
策
の
背
景
に
あ
っ
た
は
ず
の
宗
教
・
思
想
的
な

問
題
は
、
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
許
者
は
、
「
宗
数
的
寛
容
」
と

い
う
概
念
を
前
刊
に
だ
し
た
説
明
に
、
い
さ
さ
か
と
ま
ど
い
を
感
じ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。

も
う
一
つ
の
疑
問
は
、
第
六
章
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
一

八
世
紀
前
宇
に
浅
落
し
た
軍
務
タ
タ
l
ル
の
な
か
か
ら
商
人
が
生
ま
れ
、
彼

ら
ム
ス
リ
ム
宵
裕
層
の
経
，
品
川
力
を
も
と
に
、
ウ
ラ
マ

l
が
活
設
な
活
動
を
開

始
す
る
と
い
う
園
式
を
提
示
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
軍
務
タ
タ
l
ル
が
商

人
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
著
者
が
向
ら
記
す
よ
う
に
(
一
一
一

O

頁
)
、
確
賓
な
事
柄
と
し
て
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
ヴ
ォ

ル
ガ
・
ウ
ラ
ル
地
域
の
テ
ユ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
の
歴
史
を
、
封
建
領
主
層

(
に
相
賞
す
る
よ
う
な
一
吐
曾
層
)
が
浸
落
す
る
か
わ
り
に
商
入
居
が
蓋
頭
し
、

商
入
居
が
知
識
人
ら
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
治
運
動
(
い
わ

ゆ
る
ジ
ヤ
デ
イ

1
ド
、
淫
動
)
が
展
開
し
て
い
く
と
い
う
、
あ
る
種
典
型
的
な

園
式
に
従
っ
て
絞
述
す
る
こ
と
が
ど
の
程
度
適
切
か
と
い
う
、
極
め
て
重
要

な
聞
い
に
直
接
閥
係
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
問
題
は
、
今
後
あ
ら
た
め
て
慎

重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
評
者
の
関
心
の
ま
ま
に
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
記
し
た
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
著
者
が
本
書
を
、
従
来
の
専
門
分
野
の
恒
分
に
と
ら
わ

れ
な
い
柔
軟
な
姿
勢
と
康
い
耐
野
を
持
ち
な
が
ら
、
様
々
な
史
料
を
丁
寧
に

讃
み
解
き
分
析
す
る
と
い
う
徹
底
し
て
賓
設
的
な
手
法
で
ま
と
め
あ
げ
た
こ

と
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
本
書
と
研
究
釣
象
を
共
有
す
る
研

究
は
管
見
の
限
り
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
そ
の
な
か
で
も
近
年
愛
表
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
、
カ
ザ
ン
の
研
究
者
ノ
グ
マ

l
ノ
フ
の
研
究
と
比
較
し
て
も
、

著
者
漬
本
氏
の
柔
軟
さ
や
覗
野
の
慶
さ
、
と
り
わ
け
本
書
第
二
章
に
特
徴
的

な
、
難
解
な
未
公
刊
の
文
書
史
料
を
綴
密
に
検
討
し
新
た
な
事
賓
を
明
ら
か

(
7
)
 

に
す
る
姿
勢
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
凶
際
的
に
も
非
常
に
高
い
水

準
に
あ
る
本
書
は
、
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
史
、
ロ
シ
ア
史
や
中
央
ユ
ー
ラ
シ

ア
史
の
専
門
家
に
新
た
な
知
識
を
豊
富
に
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
西
洋
史

や
東
洋
史
と
い
っ
た
従
来
の
専
門
匝
分
の
枠
組
み
に
収
ま
り
き
ら
な
い
照
史

研
究
を
意
園
す
る
様
々
な
専
門
家
に
、
研
究
の
頑
貼
や
手
法
と
い
っ
た
諸
貼

で
、
必
ず
何
ら
か
の
貢
献
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

キ
+
由(

l
)

著
者
が
博
士
事
位
論
文
の
提
出
以
前
に
事
術
雑
誌
に
後
表
し
、
博

士
事
位
論
文
に
利
用
し
た
皐
術
論
文
三
篇
、
博
上
島
ナ
位
論
文
に
お
け

る
書
き
下
ろ
し
、
お
よ
び
以
後
に
護
表
し
た
一
篇
が
も
と
に
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
ら
雑
誌
掲
載
論
文
は
以
下
で
あ
る
。
演
本
巽
賓
「
一
七

世
紀
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
・
エ
リ
ー
ト
の
ロ
シ
ア
正
教
改
宗

に
つ
い
て
|
|
ロ
シ
ア
園
立
古
文
書
館
所
蔵
『
改
宗
文
書
』
に
基
づ

い
て
」
、
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
五
八
抜
、
二

O
O
三
年
、
五
七

l
八

二
百
二
同
「
テ
ユ
ル
ク
系
エ
リ
ー
ト
の
ロ
シ
ア
化
と
ロ
シ
ア
人
エ

リ
ー
ト
枇
曾
|
|
会
七
世
紀
末
の
ナ
ル
ベ
コ
フ
家
系
譜
を
中
心
に
」
、

『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
」
二

O
競
、
二

O
O
五
年
、
四
五

l
六
五
頁

一
同
「
一
七
世
紀
ロ
シ
ア
に
お
け
る
非
ロ
シ
ア
正
教
徒
エ
リ
ー
ト
政

策
」
、
『
ス
ラ
ヴ
研
究
』
五
二
披
、
二

O
O
五
年
、
六
一
二
1

九
八
頁
一

同
「
タ
タ
l
ル
尚
人
の
町
カ
ル
ガ
ル
の
成
立
|
|
一
八
世
紀
前
竿
ロ

シ
ア
の
宗
教
政
策
と
東
方
進
出
」
、
「
東
洋
史
研
究
』
、
六
五
虫
色
三
援
、
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二
O
O六
年
、
五
五

O
l
五
八
二
頁
。

(
2
)

豊
川
浩
一
『
ロ
シ
ア
帝
園
民
族
統
合
史
の
研
究
|
|
植
民
政
策
と

パ
シ
キ

l
ル
人
」
、
北
海
遁
大
亭
出
版
舎
、
二

O
O六
年
。

(
3
)

こ
う
し
た
人
々
の
多
く
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
ノ
ガ
イ
・
オ
ル
ダ

の
貴
額
で
あ
り
、
そ
の
他
に
北
カ
フ
カ
ス
、
イ
ラ
ン
、
オ
ス
マ
ン
帝

園
や
ク
リ
ミ
ア
・
ハ
ン
園
な
ど
か
ら
ロ
シ
ア
に
臣
従
し
た
者
が
い
た
。

(
4
)

「
君
主
の
系
譜
書
」
は
、
ロ
シ
ア
の
君
主
と
、
君
主
に
仕
え
る
最

も
有
力
な
家
系
の
系
譜
が
記
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
。
一
六
世
紀
半
ば

に
編
纂
さ
れ
た
。
一
七
世
紀
末
に
編
纂
さ
れ
た
「
パ
ル
ハ
ト
の
書
」

は
、
ツ
ア

1
リ
に
仕
え
る
約
五

O
O
の
家
系
の
系
譜
が
記
載
さ
れ
た

系
譜
書
で
あ
る
。

(
5
)

軍
務
タ
タ

l
ル
が
負
う
軍
務
は
、
ロ
シ
ア
貴
族
・
士
族
ら
に
課
せ

ら
れ
る
勤
務
義
務
に
あ
た
り
、
徴
兵
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
6
)

た
だ
し
評
者
は
、
こ
の
時
期
匝
分
そ
の
も
の
に
異
議
を
唱
え
る
も

の
で
は
な
い
。
本
書
と
研
究
針
象
の
重
な
る
近
年
の
研
究
に
、
ノ
グ

マ
l
ノ
フ
に
よ
る
も
の
が
あ
る
が
(
同
ミ
云

2
2
み
き
§
ミ
-

H
E叶
出
方
巴
(
リ
℃

mHH回
目
円
。
口

C回
O』

U
P出
回

口

宮

司

-umgv岡
田

℃

c
n
m国
位
打
開

C
Z

凶
印
刷
同

C図
。
国
由
、
『

m
h
F
n↓
因
。
図
、
『
。

-ucE

口
。
旬
。
盟
副

Z
E

凶
〈
円
リ
ハ
〈
国
阿
国
国
・

穴
戸

g
z
y
凶
(
)
C
M
一
門
戸

yhoHHm世
間
出
国
耳
目
罰
↓
由
、
『
毛

E

一。岡山
OHM同
盟
国

2
0古
書

凶
宮
川

o
z
c
h
q『
m
h
F
Z
O酔
巴
号
旬
冨
↓
冨
阿
国
国
、
『

c-u-E
口

O己
C
E
E
E
M内
〈
円
凶
ぐ
口
円

図書
2
・穴

S
E
Y
M
(耳
)
凶
)
、
彼
も
ま
た
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
ロ
シ

ア
政
府
の
「
反
ム
ス
リ
ム
傾
向
」
が
強
ま
っ
た
と
分
析
す
る
。

(
7
)

ノ
ク
マ
|
ノ
フ
の
関
心
は
、
あ
く
ま
で
ヴ
オ
ル
ガ
中
流
域
と
沿
ウ

ラ
ル
地
方
の
タ
タ

1
ル
の
歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
ノ

グ
マ

1
ノ
フ
の
主
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